


３　落札制限　　　※次の項目のうち一つでも該当すれば、落札することができません。

(1)

(2)

(3)

注）

(4)

(5)

※

※

TEL：917-3503

※

　入札、開札場所 那覇市役所　本庁　10階　1002A会議室

　落札の保留 開札後に入札参加資格審査を行うため、落札を保留とする。

５　入札、開札、落札

　入札日時及び方法
入札方法：　紙（入札者）による入札

　開札日時 入札終了後、即時おこなう。

入札日時： 令和7年10月2日(木) 午後2時30分

施設課 設備グループ FAX： 917-0303

　回答及び方法
回答： 令和7年9月29日(月)  午後5時までに掲載する.

「質問及び回答」は、那覇市教育委員会施設課ホームページに掲載する。

　　●連絡先：　施設課 設備グループ

　質問期間及び方法

質問期間：

  「質問書」をFAXで提出すること。（質問がない場合は不要）

　　●提出先：

令和7年9月19日(金)  午前10時 ～ 令和7年9月25日(木)  午後5時

　本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格審査申請書（以下、「資格審査申請書」という。）を持参または郵送により
提出しなければならない。設計図書及び資格審査申請書は施設課ホームページよりダウンロードできる。
　なお、提出期間に資格審査申請書を提出しないものは、本競争に参加することができない。

　閲覧、申請書提出期間

提出期間：

上記期間を過ぎると、設計図書の閲覧はできない。（再公表も行わない。）

パソコントラブル等により設計図書等がダウンロードできない場合には、上記閲覧期間内に下記担当
まで連絡すること。

令和7年9月16日(火)  午前10時 ～ 令和7年9月24日(水)  午後5時

上記のいずれの場合も、次に掲げるものについては手持ち業務委託（落札案件）には含まない。

ア　随意契約の方法により契約を締結したもの
イ　予定価格が100万円未満の業務委託
ウ　公告又は通知に「本案件は、手持ち案件とはみなさない。」と記載されている業務委託

他市町村から那覇市に本店を移転した者は、開札日において、移転日以後6か月を経過していないときは、この案件
を落札することはできない。

新規に業者登録した者は、開札日において、登録日以後6か月を経過していないときは、この案件を落札することはで
きない。

４　一般競争入札参加資格審査申請書の提出

開札日前30日以内に、那覇市教育委員会施設課発注（以下「施設課発注」という。）の業務委託を落札した場合は、
本案件を落札することはできない。

施設課発注の同業種手持ち業務委託（落札案件）がある場合は、開札日に出来高が30％以上でなければ、本案件を
落札することはできない。

那覇市法制契約課を通して行う業務委託等について、本案件は落札制限を受けない。

（9） 那覇市に本店が有る者であること。

(7)

配置技術者等： ①　管理技術者を開札日において配置できること。
②　管理技術者は、次の資格を有すること。

・防火対象物点検資格者

③　管理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。恒常的な雇用関係と
　 は、開札日以前に３か月以上の継続した雇用関係にあることをいう。



(1) 資格審査書類

(2) 印鑑証明書（原本）（「那覇市学校施設修繕登録業者名簿（令和7年7月1日～

令和9年6月30日まで）」に登録されている者は省略可）

(3) 市税完納証明書（同上）

(4) 損害保険証（提出時点で未加入の場合、本業務受託時に加入予定の保険内容がわかるもの）

(5) 配置予定業務責任者（経歴書、雇用関係を証明するものおよび資格証の写し）

9　誓約書兼同意書の提出に関する事項

　　 那覇市教育委員会　生涯学習部  施設課　　担当者 ：設備グループ

１０　その他 

　提出された関係書類は返却しない。

　台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までにバスの運行が開始されなければ、開札等は延期
となる。延期後の日時は、那覇市教育委員会施設課ホームページで掲載する。

１１　問合せ先 

　この公告・入札･開札･契約・設計図書の内容に関すること

TEL： 917-3503 FAX： 917-0303

　前　金　払 適用する。契約金額の１０分の４以内とする。

　部　分　払 適用しない。

　那覇市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱を平成24年4月1日に施行したことに伴い、下請負契約を締結する全て
の下請負業者は、当該下請負契約を直接に発注した相手方に、自身（自社）は暴力団員又は暴力団密接関係者ではない
旨の「誓約書兼同意書」の提出が必要となるので、落札者は本案件に関し、下請負契約を締結する際には当該「誓約書兼
同意書」を必ず提出させなければならない。また、当該１次下請負業者以下の全ての下請負業者にも同様の対応をするよう
指導をしなければならない。
　※全ての下請負業者には、一人親方、日雇労働者を含む。
　※落札者は、契約締結前までに、「誓約書兼同意書」（元請用）を施設課へ提出しなければならない。

　※心得　第9、10、11、12条参照。

８　入札保証金、契約保証金、支払条件に関する事項

　入札保証金 免除する。

　契約保証金
契約金額の100分の10以上に相当する額とする。ただし那覇市契約規則第30条の規定に該当
する場合は免除する。

　提出書類

７　入札参加資格要件の事後審査及び落札者の決定

　開札後、資格審査書類の事後審査により、落札者を決定する。

　落札者決定予定日 令和7年10月6日（月）　頃

６　資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出）

　提出期限 令和7年10月3日（金）　正午

　提出方法 施設課まで持参する。


